
　今年の台風は侮り難し、つるんで暴れて迷走す、まるでどこかの子どもたちの様でございます。

　まぁ「止まない雨はない」の例えにて、皆様におかれましてはこれより実り多き秋をお過ごし

いただきたいと存じます。

　さて、台風だけでなく相次ぐ少年たちの迷走にも心を痛める事務局より「会員ニュース(65号)｣を

お届けします。

　

（豊島区千早2丁目　8月、百日紅）

１．8月　3日、電力安全課のHPに｢電気事故速報値を更新しました」
が掲載されました。

恒例の「電気事故速報値」の更新です。

以下のニュースにもございます通り、8月は｢電気使用安全月間」として様々な取り組みが

催されております。

日々の業務に際しましては十分ご注意いただきますよう、皆様のご安全を祈念申し上げます。

　詳細は、添付資料｢電気事故速報値(平成28年度7月末現在)｣をご参照ください。
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２．8月 5日、先月号でのお知らせがギリギリだった「第36回電気安全講演会」
が「品川きゅりあん」で開催されました。

　毎回とても参考になる内容の講演会ですが、お知らせが遅れてせっかくの機会を逃された方

もあったのではと心配しております。

　幸いなことに事務局で資料を入手することができました。資料が必要な場合は事務局まで

請求ください、メール便にてお届けいたします。

３．8月 9日、電力安全課のHPに｢電気使用安全月間（㋇）について」
が掲載されました。

電気使用安全月間とは、昭和56年通商産業省(当時）の主唱の下に、感電死傷事故発生の最も

多い8月を電気使用安全月間と定め、関係各団体において自主的に実施している安全運動を集

中的に展開することにより、運動をより効果的なものとして広く国民の間に電気使用の安全に

関する知識と理解を深め、持って電気事故の防止に資することとして、毎年各種取り組みを

実施してきた。

とのことです。

　詳細は、添付資料「電気使用安全月間（8月）について」をご参照ください。

４．8月31日、経産省のHPに｢小売電気事業者の登録を行いました(㋇31日登録)｣
が掲載されました。

本日、経済産業省は、小売電気事業を営もうとする者について、電気事業法(昭和39年法律

第170号)第2条の2の規定に基づき、5件の登録を行いました。

とのことで累計の登録事業者は339件となりました。

　詳細は、添付資料「小売電気事業者の登録を行いました(㋇31日登録)｣をご参照ください。


